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１．計画段階評価手続きについて
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１．計画段階評価の実施について
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２．地域の状況と課題
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２-１．位置

• 当該区間は、日本海国土軸の一部を担う山陰道の一部。
• 沿線の鳥取県中部地域は、鳥取県のほぼ中間に位置し、県庁所在地の鳥取市まで約50km。
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• 空港、港湾、第三次医療施設等の高次都市機能は東部・西部地域に集積する。
• 鳥取県は東部･中部･西部地域の生活圏に区分され、人口及び面積は東部・西部地域で４割づつと大半を占める。
• 産業別の生産構成比では、東部地域は製造業、中部地域は農業、西部地域は水産業・鉱業が大きな割合を占

めている。
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〔地域別の高齢化率〕

※パーセンテージは県全体に占める割合

資料／H22国勢調査(総務省)

地域内生産額

資料/H21年度市町村民経済計算(鳥取県)

位置的状況

〔地域別の人口構成比〕
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H25.12.14開通予定

２-２．鳥取県の地域特性



２-３．人口・高齢化の状況

• 中部地域は鳥取県の平均に比べ、人口減少及び高齢化が著しく、将来さらに進展すると想定されている。
• 鳥取県は、県外への転出超過により、人口が減少し続けており、特に若者の県外転出が多い。
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⇒鳥取県中部の人口減少や高齢化は、将来さらに進展する。

■人口減少の要因

⇒２０、３０代の若者の県外転出が人口減少の要因の一つ。

資料/H2～H22国勢調査(総務省)
市区町村別将来推計人口(H25.3推計)(人口問題研究所)

鳥取県中部地域は
人口減少が著しい

鳥取県中部地域は
高齢化が著しい

【総人口比率の推移（平成２年を1.0とした場合）】

【高齢化率（６５歳以上人口割合）の推移】



２-４．地域経済の状況

• 中部地域は、鳥取県内でも農業が盛ん。すいかや日本なしの出荷量は全国シェアの上位にある。
• 一方で、すいかや日本なしの出荷量の経年変化は横ばい状況が続いている。

資料/H22年度市町村民経済計算(鳥取県)

■鳥取県の産業特性

【生活圏別の産業特化係数（対鳥取県比）】
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【鳥取県のすいかの出荷量と全国シェアの推移】

資料/野菜生産出荷統計 H24年度(農林水産省)

■農産品の市場への出荷

【都道府県別のすいかの出荷割合】
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【鳥取県の日本なしの出荷量と全国シェアの推移】

資料/果樹生産出荷統計 H24年産 (農林水産省)

【都道府県別の日本なしの出荷割合】

全国
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H24年度

資料/果樹生産出荷統計 各年 (農林水産省)

全国４位

・北栄町の農産物が近年注目を浴びている中で、

販路の拡大が非常に重要視されている。

北栄町役場 8

⇒鳥取県中部の産業別における農業の総生産額の割合は、東部、
西部の割合に対し高い。

⇒中部地域の特産品は、全国シェアの上位を占めるものの、出荷量の経年変化
は横ばい状況が続いている。
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２-５．産業の状況 ～企業立地の状況～

• 鳥取県の工業団地は東部地域と西部地域に多く集積している。中部地域では、工業団地の立地数や工業用地
が少なく、分譲率も低い。

• 事業所数や従業員数の増加率は、全国的に見ても平均を大きく下回っている。
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【生活圏別の用地面積と分譲状況】

分譲率
79％

分譲率
65％ 分譲率

82％

■県内工業団地の立地状況

資料/鳥取県内の工業団地マップ 平成20年6月現在(鳥取県)
中国地方の物流 平成16年度版(国土交通省)
産業用地ガイド 2011年版(財団法人日本立地センター)

鳥取県全体の分譲率：79％

【生活圏別の従業者数の伸び率（H11年基準）】【生活圏別の事業所数の伸び率（H11年基準）】

資料/事業所企業統計調査（※H21とH11の比率）※データ収集可能な全国206の生活圏による比較資料/事業所企業統計調査（※H21とH11の比率）※データ収集可能な全国206の生活圏による比較

【倉吉市企業立地課 】

・鳥取や米子はもともと人口が多いが、労働力の少ない中部地域について

は、通勤圏が拡大することにより、鳥取等から労働力を引き込むことが可

能となり、中部地域10万人都市が、15万人、20万人規模に考えること

が可能となり、企業側に対しても労働力が問題ないことを説明できる。

高規格幹線道路
地域高規格道路

分譲中工業団地
分譲済み工業団地

西部

中部
東部

⇒中部は、東部・西部に比べ、工業団地の件数が少なく、分譲率も伸び悩んでいる。

■事業所数・従業者数の伸び率（H11年基準）

鳥取県東部地域
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鳥取県西部地域

99.7(％)
鳥取県中部地域
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中国地方 104.3(％)

鳥取県 99.7(％)
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２-６．観光の状況

• 鳥取県の観光入込客数は増加傾向にあるものの、中部地域では伸び悩んでいる。
• 県外から中西部地域までの周遊ツアーは、日帰り圏外にあり時間的制約上、ツアー企画が難しい状況にある。
• 近年は、境港クルーズツアーなど、外国人をターゲットとしたインバウンド観光の取り組みに期待が集まっている。

資料/鳥取県観光入込動態調査結果(鳥取県)

■観光入込み客数(H24年実人数)

■鳥取県の観光入込客数の増加率
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資料/鳥取県観光入込動態調査結果(鳥取県)

【旅行ツアー会社の声 （H24年度ヒアリング調査） 】

・大阪からのバスツアーの場合、片道3.5 時間のため、鳥取市周辺は圏内であるが、

中部地域は少し厳しい。

・国道9 号による東西の移動は時間を要し、東部～中部～西部の周遊的なツアーが

組めない状況にある。

・山陰道が整備されると東西間の所要時間が短縮し、より広域的な移動ができ、東部

～中部～西部の周遊的なツアーを組むことが可能となる。（現在米子は、松江の

周遊コースに組み込まれているが、東部、中部のツアーに組み込むことができる）

（関西の旅行会社の方より）

・山陰道が整備されると所要時間の短縮により、日帰り圏が拡大し、東部～中部、中

部～西部などの周遊的なツアーを組むことが可能となる。（岡山の旅行会社）

インバウンド観光の取り組み事例

⇒中部地域は、東部・西部地域に比べ、観光客の集客が伸び悩んでいる。
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▲ＤＢＳクルーズ乗客数 資料／境港管理組合

*1：2012 (H24)は1～11月までの実績

【境港外航クルーズ】

・DBSクルーズによる訪日外国人観光客の増加
・韓国からの国立公園大山を巡るサイクリング愛好者や

大山登山客等が増加。
・オートキャンプ等新しい国際観光商品も開発されている。



救急告示医療機関

3,772

84.8%

その他の医療機関

677

15.2%

【鳥取中部ふるさと広域連合消防局 （H24年度ヒアリング調査） 】

・2次救急医療機関までの搬送は、2、3分でも短縮することが生命

危機を逃れるためにも非常に大きい。特に、中部地域の救急告示

医療機関は中心部に集中していることから、琴浦町等の離れた地

域にとって、時間短縮は重要である。

２-７．医療の状況 ～救急搬送の実態～

• 中部地域の救急告示医療機関は倉吉市の中心部に集中し、国道９号沿線の東伯消防署管内からの救急搬送は
主に国道９号を経由することになる。

• しかし、東伯消防署を出動し、医療機関までの搬送時間は、約９割が３０分以上を要しており、管内の他消防署に
比べ、搬送時間が長い。

11

年間搬送件数

4,449件/年

【医療機関別搬送人員状況】

【収容所要時間別救急搬送人員状況】

資料／平成24年版消防年報（鳥取中部ふるさと広域連合消防局）

■中部地域の医療機関別搬送の現状

約９割が
30分以上の搬送

※救急告示病院
厚生労働省の「救急病院等を定める省令」(64年)に基づいて都道府県知事が認定した医療機関。
救急医療の知識や経験を持つ医師が常時診療している▽レントゲンなど救急医療に必要な設備

を持つ-などの要件があり、3年ごとに認定を更新する必要がある。告示を受けていなくても救急に
対応することはできるが、告示を受けていれば診療報酬や地方交付税が優遇される。

約8割以上が管内の救急告示病院へ搬送
⇒中部地域の救急告示病院※）は

すべて倉吉市に立地

⇒東伯消防署から医療機関までの搬送時間は、約９割が３０分以上。

71%

58%

43%

5%

47%

25%

40%

55%

88%

49%

4%

2%

1%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

倉吉消防署

西倉吉消防署

羽合消防署

東伯消防署

計

30分未満 30～６０分 60分以上120分未満

東伯消防署は、30分以上
を要する搬送が約９割



２-８．医療の状況 ～広域な救急搬送の実態～

• 中部地域では、約5,800人が第三次医療施設の60分到達圏の未到達エリアに居住。
• 中部地域は、県内の他地域の中で最も管外救急搬送が多く、近年60分以上の時間を要する管外搬送が増加。
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西部

中部

東部

【第三次救急医療施設60分圏外エリアの人口】

資料/H17国調メッシュデータ(総務省)
※規制速度を用いて算出
※人口はH17国調メッシュデータを使用
※倉吉市からの搬送件数はＨ16～23平均

959 

5,786 

0 
0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

鳥取県西部 鳥取県中部 鳥取県東部

（人）

60分圏外に
約5,800人が居住

倉吉市から鳥取へ

年間平均21件倉吉市から米子へ

年間平均38件

■第三次救急医療施設６０分カバー圏

60分圏外に
約5,800人

（人口の約5％）
が居住

34
26

19 20 22
16 13 16

28 46

31
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48

33
50

31

62

72

50
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70

49

63

47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

倉
吉

市
か

ら
の

管
外

搬
送

件
数

（
件
/年

）

鳥取市内の医療機関 米子市内の医療機関

■倉吉市から鳥取市内・米子市内の医療機関への管外搬送

毎年50件
程度の管外搬

送が発生

36.9%

39.5%

33.9%

30.3%

63.1%

60.5%

66.1%

69.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H20

H21

H22

H23

30分未満 30～60分 60分以上

■中部地域からの管外搬送時の医療機関収容時間割合

60分以上を
要する管外搬送

が増加

資料／鳥取中部ふるさと広域連合消防局 ヒアリング結果

資料/鳥取県消防防災年報
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３．道路・交通の状況と課題
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３-１．県内高規格幹線道路網の整備状況

• 鳥取県内の山陰道の延長約８８ｋｍのうち約４７ｋｍが開通済。
• 平成２５年内に鳥取西道路（鳥取IC～鳥取西IC)、名和・淀江道路、中山・名和道路（延伸部）が開通予定。

■鳥取県内の高規格幹線道路の整備状況

H25.8時点

H25.12.14供用

H25.12.21供用

H25.12.21供用



３-２．当該区間の交通流動 ～広域交通と地域内交通の輻輳～

国道９号（はわい～大栄東伯）を通過する大型車

通過 約56％

流出入 約29％ 流出入 約29％

内々
約15％

国道９号（はわい～大栄東伯）に流入する軽トラック

■はわい～大栄東伯間の交通流動

国道に流入する
軽トラック

1

2

1

1

7

5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

沿道から急に車両あるいは歩行者等が出て

きたから

高速道路のように長い直線のため眠くなる

照明が暗い（ない）

路面が悪い

追い越しに対する危険

後方からのプレッシャー

スピード超過等による前方車両への追突

道路利用者の声（ヒヤリ体験）

低速車両に
関連した意見

※はわい～大栄東伯区間の道路利用者ヒアリング ｎ=20

（あおり）

15

広域交通の混在

〔国道9号（北条バイパス）利用OD内訳〕

資料／H17年現況再現結果

内々

15.0%

流出入

29.2%

通過

55.8%

• 当該区間を利用する交通の約56％は、通過交通であり、そのうち、約５割が県内の西部～東部の通過、約３割が
島根以西～島根以東のさらに広域な通過交通となっている。

• 一方で、残りの約44％は、当該地域を発着とする地域内交通となっており、広域交通と地域内交通が混在する特
性を有している。

• 広域利用者は、スピードの遅い車によるストレスを感じている。
• 地域内利用者は、スピードの速い車による不安（あおり）を感じている。

「 スピードが遅い車がいて走りにくい」との回答者の約６割が広域利用者
「後ろからあおられて走りにくい」との回答者の約６割が地域内利用者

通過交通が
約56%

通過交通のうち、
①県西部～県東部 ：約５割
②島根以西～近畿以東：約３割



5.78

14.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

鳥取県内の

自動車専用道路

(国道9号)

はわい～大栄東伯間

（国道９号）

死
傷

事
故

率
（件

/
億

台
㌔

）
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• 当該区間の死傷事故率は、約14件/億台㌔であり、前後区間の既開通の自動車専用道路に比べ高い。

11
10

7

5

7

12

7

10

13

22

15

0

5

10

15

20

25

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

死
傷

事
故

件
数

の
推

移
（件

）

②はわい～大栄東伯間の死傷事故推移

H15.3青谷～羽合開通

H19.9 淀江IC～大山IC開通
H20.3 大山IC～名和IC開通

H18.4
大山IC～米子東IC 無料化

H17.11
青谷IC線開通

H23.2
大栄東伯IC～赤碕中山IC 開通

資料／ITARDA(H14-22)事故ピンマップ（H23),警察提供データ（H24）

米子道路

一般国道９号

名和淀江道路 中山名和
道路

東伯中山道路

はわい～大栄東伯間

青谷羽合道路 鳥取西道路

増加傾向

３-３．交通事故の状況（１）～死傷事故率～

①自動車専用道路部の死傷事故率

資料：ITARDAデータ（H19-22)

既開通の国道９号自動
車専用道路部に比べ、

約2.5倍

※東伯中山道路はH23.2開通のため対象外



35.4%
56.3%

64.6%
43.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

国道９号

(鳥取県内）

国道９号

（はわい～大栄東伯間）

発
生

箇
所

別
割

合
（交

差
点

・単
路

）

単路 交差点

43.6%
29.0%

19.9% 23.0%

56.3%

22.7%
33.5%

56.4%
71.0%

80.1% 77.0%

43.7%

77.3%
66.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

米
子
道
路

名
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道
路
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道
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路
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西
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点

・単
路

）

交差点 単路
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３-３．交通事故の状況（２）～事故発生箇所～

• 当該区間は、県内の国道９号と比較しても、交差点における事故の発生割合が高い。
• 特に、事業区間別の現道側区間で評価しても、当該区間の交差点事故割合は突出している。

死傷事故の発生箇所別の状況

交差点が

約６割

国道９号の
他の区間と

比較しても高い

前後区間と比較しても
交差点割合が高い。

米子道路

一般国道９号（事故発生箇所集計区間）

名和淀江道路 中山名和
道路

東伯中山道路

はわい～大栄東伯間

青谷羽合道路 鳥取西道路

事業箇所別の並行現道の事故発生箇所

資料／直轄国道、国道９号（鳥取県内）はITARDA（H14-22）データ
国道９号（はわい～大栄東伯間）はITARDA(H14-22)事故ピンマップ（H23),警察提供データ（H24）

資料／はわい～大栄東伯間はITARDA(H14-22)事故ピンマップ（H23),警察提供データ（H24）
その他事業区間はITARDA(H14-22)



77%

25%

46%

5%

38%

9%

4%

2%

5%

17%

37%

13% 8%

2%
2% 4% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

信号交差点 無信号交差点 単路

車両単独

人対車両

その他

正面衝突

右折時

出会い頭

追突

信号交差点

36%

無信号交差点

20%

単路

44%

３-３．交通事故の状況（３）～事故発生状況～

• 当該区間の無信号交差点では、出会い頭の事故の割合が高くなっており、死傷事故の約６割が交差点で発生し
ている。

• 交差点を出入りする地元交通と国道９号を通過する交通との事故が多い。

36台146台56台183台
158台 212台 2,171台 82台 76台 87台 117台 149台 229台 283台

3,071台 3,242台

935台 62台 160台 88台
382台 25台 140台 5,607台

1,226台514台

300台未満 300台以上

※無信号交差点H24.6.15調査（6:00～18:00の値）

出入・横断交通量

※信号交差点H24.7.19調査（7:00～19:00の値）

約6割が
交差点

死傷事故
件数

119件/11年

＜発生箇所＞ ＜事故類型＞

死傷事故の発生状況

出会い頭
約４割

凡例

拠点施設
市街地・集落

小・中学校・高校

無信号交差点の利用実態

流出交通

46.4%流入交通

49.0%

横断交通

4.7%

国道９号

流入
流入

流出 流出

＜凡例＞

無信号交差点の
利用交通量のうち、

本線への流出入交通が

約９５％を占める
大型車

13.0%

小型車

86.7%

農耕車

0.2%

自動二輪

0.2%

＜無信号交差点の流動＞

資料/ITARDA(H14-22)事故ピンマップ（H23),警察提供データ（H24） 資料/H24.6.15交通実態調査結果

流出入交通の約９０％が
地元の交通と思われる。

＜流出入交通の車種分類＞

写真①②

横断

18

国道９号を横断する農耕車

写真②

至
鳥
取

至
米
子

交差点内で車両が混在

至鳥取
至米子

至
鳥
取

至米子

前方車両の左折によりブレーキを踏む後続車両

前方車両

後方車両

写真①

1,794台

写真③

地域の
声

・信号のない交差点から、農作業と思われる車両
が入ってくることがあり、ドキッとする。

（物流事業者ヒアリング）

写真③

⇒無信号交差点の従道路からの出入りする車両との“出会い頭”による事故が発生 ⇒無信号交差点の従道路からは、地元の交通と思われる一般車両の出入りが約９割。

約１３．５ｋｍ区間に２８箇所の交差点

はわい



内々

15.0%

流出入

29.2%

通過

55.8%
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３-３．交通事故の状況（４）～重大事故発生状況～

• 当該区間における死亡に繋がる事故の割合は、中国平均（国道）の約９倍と非常に高くなっている。
• 特に、通過交通（県外者）と地元交通（県内者）に関係する死亡事故が多い。
• 当該区間は、通過交通が約６割を占めている区間であり、大型車が関与する事故が約６割を超えている。

死亡事故発生箇所（H14～H24）
大型車が関連する死亡事故
その他の死亡事故

資料/事故ピンマップ(H14～H23)
警察提供データ（H24） ⑦H22.5.25 正面衝突

⑩H23.7.30 正面衝突

④H16.6.8 右折時

⑤H19.7.12 出合頭

③H15.3.8 正面衝突

①H14.5.15 追突

⑨H23.1.14 電柱衝突

⑧H22.12.8 標識衝突

⑥H22.3.8 正面衝突

■はわい～大栄東伯間の死亡事故発生状況
当事者① 当事者②

住所 住所

① H14.5.15 普通×普通貨物 追突 倉吉 神戸 当事者①(1名)

② H14.12.19 軽×普通 正面衝突 鳥取 米子 当事者①(1名)

③ H15.3.8 普通×大型貨物 正面衝突 米子 福岡 当事者①(1名)

④ H16.6.8 普通×特定大型貨物 右折時 北栄 大山 当事者①(1名)

⑤ H19.7.12 軽貨物×特定大型貨物 出会頭 北栄 熊本 当事者①(1名)

⑥ H22.3.8 普通×大型貨物 正面衝突 米子 大阪 当事者①(1名)

⑦ H22.5.25 軽×大型貨物 正面衝突 湯梨浜 琴浦 当事者①(2名)

⑧ H22.12.8
軽×物件

(車両単独事故)
標識衝突 鳥取 － 当事者①(1名)

⑨ H23.1.14
軽×物件

(車両単独事故)
電柱衝突 琴浦 － 当事者①(1名)

⑩ H23.7.30 普通×大型トラック 正面衝突 鳥取 佐賀 当事者①(1名)

⑪ H24.7.22 軽×普通 正面衝突 北栄 米子 当事者①(1名)

車種 事故類型 死亡者No. 発生年月日

広域交通の混在

1,744
(20.4%)

2,307
(19.6%)

602
(6.6%)

3,008
(23.4%) 2,217

(20.8%)

184
(5.1%)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

断面４ 断面３ 断面２ 断面１

12
時

間
大

型
車

交
通

量
（台

/1
2h

） 現道国道9号

山陰道

資料／断面1～3：H22道路交通センサス
断面4：H24.2.22調査結果

※（ ）内は大型車混入率

〔国道9号の大型車交通量（混入率）〕

北栄地区は一般道部の
大型車混入率が高い

〔国道9号（北条バイパス）利用OD内訳〕

通過交通が
約56%

通過交通のうち、
①県西部～県東部 ：約５割
②島根以西～近畿以東：約３割

資料／H17年現況再現結果

11年で12名が死亡
（全て地元交通

が関連した事故）

大型車関与

64%

大型車関与外

36%

交通事故致死率が
中国管内の直轄国道

平均(1.1%)の

約９倍

※）国道9号「はわい大栄東伯」間は交通事故統合
データベース/事故原票等
その他区間はITARDA

※）致死率（人/件（％））＝死者数（人）/死傷事故件数
（件）H19～H22

【道路別の交通事故致死率】

写真① (H22.3)

死亡事故の
事故類型
11件/11年

断面４

断面３
断面２ 断面１

資料/ITARDA(H14-22)事故ピンマップ（H23),警察提供データ（H24）

⑪H24.7.22 正面衝突

②H14.12.19 正面衝突

■大型車に関連した事故 ■大型車以外の事故

正面衝突
64%

出会い頭
18%

車両単独
18%

死亡事故の
事故類型
11件/11年

写真①

【死亡事故の内訳】

正面衝突が
約６割

約6割が
大型車関与

死亡事故の発生状況

＜死亡事故における大型車の関与＞ ＜死亡事故の事故類型型＞

⇒大型車の関与が約６割と高く、従道路側からの出入り交通との出会い頭事故も発生

出会い頭が
約２割

⇒大型車等の通過交通の利用割合が高く、様々な交通の混在による事故が発生



非常に影響

がある

27%

影響がある

27%

あまり

影響はない

と 思う

24%

影響は

ないと 思う

11%

無回答

11%
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３-４．事故による通行止め

• 国道９号は山陰側の東西軸として多くの車両が物流活動に利用している。
• ２車線区間の国道９号で頻繁に発生する通行止めは、物流活動に支障をきたしている状況。

はわい～大栄東伯区間の通行止め
発生状況（H17～H24）

○規制回数：16回／8年
○総通行止め時間：約25時間／8年

■はわい～大栄東伯間における事故による通行止めの発生状況

【国道９号（はわい～大栄東伯区間）が長時間
通行止めになった場合の事業活動への影響】

普×軽トラ〔H24.7.22〕
４９分 上下線

トラ×軽トラ〔H17.10.28〕
不明 片側

軽×軽〔H23.12.24〕
７３分 下り

普×大型トレーラ〔H22.3.8〕
２４０分 上下

軽×普〔H21.5.22〕
８５分 下り

軽×大型トラ〔H20.1.15〕
１２５分 上り

普×普〔H21.2.10〕
７０分 下り

不明〔H24.1.26〕
２８５分 上下

不明〔H24.2.3〕
４７分 上下

大型トラ×軽トラ〔H19.7.12〕
９０分 上下

トラ×普〔H21.10.1〕
２０分 下り

大型トラ×普〔H19.10.25〕
２５分 上下

大型トラ×普〔H22.10.23〕
８０分 上下

普×大型トラ〔H23.7.30〕
１２０分 上下

トラ×軽〔H22.5.25〕
９８分 上下

大型トラ×軽トラ〔H23.4.4〕
８０分 上下

：通行止め発生箇所（単路）凡
例：通行止め発生箇所（交差点）

凡例

拠点施設
市街地・集落

小・中学校・高校

国道９号利用企業への影響（H24年度 国道９号利用企業へのアンケート調査結果より）

関西方面

【企業の声 （H24年度アンケート調査） 】

通行止の場合、関西方面のルートを国道181号か米子道のどちらかに変更す

ることになり通行時間も多くなり、通行料も荷主からもらえないため不利です。

（米子市の運送業者より）

当該区間が通行止になると、島根方面からの搬入時に米子道経由への大幅

迂回をすることになり、製造工程にも影響を及ぼします。

（倉吉市の製造業者より）

当該区間が通行止になると鳥取県西部地域への配送が遅れるばかりでなく、

次工程の積込ができなくなる恐れが非常に高い。この場合キャンセル料の発

生が伴ったり、賃金の割増が発生するなどコスト高でも非常に厳しくなる

（鳥取市の運送業者より）

運送業
（米子市） 製造業

（倉吉市）

島根方面 運送業
（鳥取市）

西部への
配送が遅れる

搬入路が大幅迂回で、
製造工程に影響

通行時間や通行料の
増大で不利益（実線）：通常時の輸送ルート

（破線）：通行止め時の輸送（迂回）ルート

〔凡例〕

（H24.11.国道９号利用企業アンケート）

合計
83社

影響あると
回答した企業が

約５割
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４．事業の経緯
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４．事業の経緯

• 当該区間は、一般部が昭和48年に事業化され、平成２年に全線開通済。
• 平成元年に、旧羽合町、旧北条町区間の自動車専用部の事業に着手し、用地買収及び青谷羽合道路の発生土

を活用して盛土造成等を実施。
• 平成19年頃に発生土受入が終了し、他の山陰道整備を優先するため当該区間の事業は事実上休止。

写真④

写真④

写真③

道の駅 大栄

写真③

写真②

写真②

北栄町

旧大栄町 旧北条町

湯梨浜町

由良川

写真①

写真①

写真⑤

写真⑤

天神川

はわい～大栄東伯間 L=13.5km

既存計画活用区間

（自動車専用道路として着手済み）

区間
北栄町 湯梨浜町

（旧大栄町） （旧北条町） （旧羽合町）

事
業
経
緯

国道9号
（一般部）

事業化 昭和48年度

供用開始 平成2年度 昭和62年度 昭和55年度

自動車
専用部

事業化 平成元年

用地着手 － 平成3年度 平成2年度

工事着手 － 平成9年度 平成4年度

事業休止 平成19年度

日本海

旧羽合町

天神川

日本海

道の駅 北条公園

至米子 至鳥取

日本海

ＮＮ

国
道
９
号

旧羽合町

旧北条町
旧大栄町

旧北条町

国道９号（一般部）

事業着手済みの
自動車専用部

国
道
９
号

（
一
般
部
）
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５．地域及び道路の現状と課題（まとめ）
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５．地域及び道路の現状と課題（まとめ）

現 状 道路・交通による要因

地
域
に
つ
い
て

〔産業〕

・中部地域の特産品である「すいか」や「日本なし」は、全国シェアの上位を
占めるものの、出荷量は横ばい状況が続いている。

・中部地域では工業団地の立地数や工業用地が少なく、分譲率も低い。

・企業活動や農産品輸送を支援する速達性が不十分

〔観光〕

・県全体の観光客は増加傾向にあるものの、中部地域では伸び悩んでいる。

・県外から中西部地域は日帰り圏外にあり、時間的な制約上、周遊ツアーの企
画が組み難い状況にある。

・観光地間の周遊を図る速達性、走行性が不十分

〔医療〕

・中部地域の消防署（東伯消防署）から医療機関までの搬送のうち、約９割が
３０分以上の搬送時間を要している。

・医療機関への速達性が不十分

道
路
に
つ
い
て

〔交通事故〕

・死傷事故の約６割が交差点で発生し、特に、出入り交通が多い無信号交差点
では、出会い頭の事故が多発している。

・死亡に繋がる事故の割合が、中国(直轄国道)平均の約９倍と非常に高い。

・大型車が関与する事故が６割を超える。

・通過交通が約６割を占めるなど、多くの物流活動に利用されているが、頻繁
に発生する通行止めが経済活動に支障をきたしている。

・交差点が多数存在

・通過交通と地域内交通の混在

・通行止め時の代替路線が不十分

〔広域交通と地域内交通の混在〕

・区間内の交通の５６％が通過交通であり、広域交通と地域内交通が混在。

・広域利用者は、スピードの遅い車によるストレスを感じている。

・地域内利用者は、スピードの速い車による不安（あおり）を感じている。

・通過交通と地域内交通の混在
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６．政策目標の設定



６-１．地域の将来像
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項目 地域の将来像

①安全

○安全に安心して暮らせる「安全・安心の充実」 ＜鳥取県の将来ビジョン＞
○犯罪や事故のないまちをつくる ＜倉吉市総合計画＞
○交通安全の啓発と推進 ＜湯梨浜町総合計画＞
○安全なまちづくりの推進 ＜北栄町総合計画＞
○交通安全・防犯体制の充実 ＜琴浦町総合計画＞
○防犯、消費者、交通安全対策の充実 ＜三朝町総合計画＞

②医療

○高齢の方や、障がいのある方、支えを必要とされる方が地域・社会の中で「質の高い生活」を送る ＜鳥取県の将来ビジョン＞
○充実した医療体制の構築 ＜倉吉市総合計画＞
○保健・医療の充実＜湯梨浜町総合計画＞
○健康づくり活動の推進＜北栄町まちづくりビジョン＞

○健やかで思いやりのあるまちづくり＜琴浦町総合計画＞
○健康づくりの推進（医療体制の充実） ＜三朝町総合計画＞

③産業・経済

○地域の資源や技術を新しい発想で組合せて新しい価値や産業を創出 ～「コラボ産業創造構想」 ＜鳥取県の将来ビジョン＞
○六次産業の確立 ＜倉吉市総合計画＞
○農林水産業の振興 商工業の振興 ＜湯梨浜町総合計画＞
○産業の振興 ＜北栄町まちづくりビジョン＞
○農林水産業の振興（地産地消強化促進、担い手育成） ＜琴浦町総合計画＞
○農林水産業の振興 ＜三朝町総合計画＞

④観光

○観光による「ようこそ、ようこそ鳥取県」の実現＜鳥取県の将来ビジョン＞
○市外からより多くの人と消費をまちに引き込み（観光コンベンション） ＜倉吉市総合計画＞
○観光の振興 ＜湯梨浜町総合計画＞
○観光の振興 ＜北栄町まちづくりビジョン＞
○観光振興対策 ＜琴浦町総合計画＞
○観光業の振興 ＜三朝町総合計画＞

⑤防災

○災害に強い県土をつくる ＜鳥取県の将来ビジョン＞
○防災に強いまちづくり ＜倉吉市総合計画＞
○災害に強いまちづくり ＜湯梨浜町総合計画＞
○地域防災、危機管理対策の充実 ＜北栄町まちづくりビジョン＞
○消防・防災・救急の充実 ＜琴浦町総合計画＞
○消防・防災の充実 ＜三朝町総合計画＞ 26



【安全性向上】

通過交通や生活交
通など様々な特性の
交通が安全且つ、円
滑に通行できる道路
整備とは

【観光関連】

鳥取県東部・西部と
一体となった観光客
誘致や新たな観光周
遊行動を促す道路整
備とは

【産業の活性化】

鳥取県の農業どころであ
る中部地域の農産物の
PRや市場拡大、企業誘
致のための受け皿拡大
を促すための道路整備
とは

27

◇ 地域の課題及び沿線自治体の総合計画を踏まえ、当該地域の政策目標を以下に設定

１．安全性の向上

２．救急医療機関への速達性、確実性の確保

３．産業の活性化

４．観光振興の促進

５．通行止め時に機能するネットワーク（代替性※）の確保

地域や道路の状況や課題

圏域の将来像

地域の将来像

今後の高速道路のあり方
(中間取りまとめ）

◇ 対策案の検討

【代替性】

事故時の通行止めによ
る社会経済活動や日常
生活への影響を最小限
に留め、住民の生活や
地域の産業を守る道路
整備とは

【医療関連】

第三次医療施設への60
分圏未到達地域を抱える
なか、地域住民の安心確
保に向けた高次医療機関
への速達性・確実性を向
上させる道路整備とは

【東日本大震災からの教訓】 災害時に機能する道路ネットワークとは

当該地域の高規格幹線道路の空白域の整備方針を検討
（既存の道路ストック活用の可能性も含め、複数の対策案を設定し検討）

６-２．政策目標の設定

※国道９号が通行止めになっても、近くに選択できる幹線道路を確保
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７．計画段階評価手続きの進め方
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７-１．計画段階評価手続きの進め方

１．計画段階評価手続きの進め方、スケジュール（案）

地域住民や道路利用者の意見を聴きながら、道路計画〔概略の計画案（複数案）〕について検討を行う。

第１回

中国地方小委員会

■地域、道路、交通の状況と

課題

■政策目標の設定

■計画段階評価手続き

の進め方

■今後のスケジュール

意見聴取

（第１回）

○地域、道路の課題

○政策目標

◆聴取方法
《ヒアリング》

対象者： 関係自治体･団体

《アンケート》

対象者：地域住民

経済界等

道路利用者等

中国地方小委員会

■地域住民等から聴取した

意見内容の確認

■計画案の妥当性の検証

・対応方針（案）の決定

【平成２５年11月】

中国地方小委員会

■地域住民等から聴取した

意見内容の確認

■道路計画の基本的方向

■妥当性の検証

・比較ルート案(複数案)

意見聴取（案）

■妥当性の検証

・比較ルート案（複数案）に対す

る意見

◆聴取方法
《ヒアリング》

対象者：関係自治体・団体

《アンケート》

対象者：地域住民

経済界等

道路利用者等

対
応
方
針
の
決
定

（
概
略
ル
ー
ト
、
構
造
）

地 方 小 委 員 会 ※各段階で随時自治体と調整

【平成２５年●月～】

・・・
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７-２．計画段階評価手続きの進め方

２．意見聴取の基本方針

課題・政策目標(案)・対策(案)に対する意見を伺う。

意見聴取の項目 把握する意見

現況の問題点・解決すべき課題 国道9号の問題点や解決すべき課題

政策目標 道路を計画する際の政策目標

３．意見聴取の方法と対象者

■アンケート配布範囲

　自治体：鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町

　各団体：トラック協会、商工会議所（１市４町）、警察署、消防署、農協等

【地域住民】関係市の住民へ郵送配布 約25,600部

倉吉市 約13,500部配布

湯梨浜町 約3,900部配布

琴浦町 約2,800部配布

北栄町 全戸配布　約5,400部　　

【企業及び団体】鳥取県内・外の企業へ郵送配布 4,400部

　県内：従業員数5名以上の企業・事業所 3,800部

　県外：トラック協会等 600部

【道路利用者等】鳥取県内の道の駅及び観光施設に常設及びヒアリング調査、ＷＥＢ 約2,000部

対象者・実施方法

ア
ン
ケ
ー

ト

ヒ
ア
リ
ン
グ

【関係自治体及び団体】鳥取県・関係市町・団体へ意見照会

資料：平成22年国勢調査

琴浦町

世帯数3,475世帯

約2,800部配布

北栄町

世帯数5,402世帯

全戸配布
湯梨浜町

世帯数5,418世帯
約3,900部配布

倉吉市

世帯数18,266世帯
13,500部配布

はわい～大栄東伯間
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５．アンケートの調査項目と活用方針

アンケートの質問項目 アンケート結果の活用 備考

現況の問題点・解決すべき課題 国道９号の現状について、回答者の認識を確認し、回答者の考
える課題を把握する。

第１回
政策目標 道路を計画するにあたって、回答者の考える政策目標及びその

優先度について把握する。

その他自由意見 その他、道路に関する課題や意見を幅広く聴取する。

比較ルート案（複数案）に対する意見 ・ルート選定にあたり、回答者が重要視する観点を把握する。

・インターチェンジ設置位置（配置計画）において、回答者が

重要視する視点を把握する。 第２回

その他自由意見 その他、はわい～大栄東伯間に関する意見を幅広く聴取し、計
画策定に反映する。

回答者の属性、利用状況 回答結果の差異に対して各分類で整理し、分析する。 共 通

４．ヒアリングの調査項目と活用方針

ヒアリングの質問項目 ヒアリング結果の活用 備考

行政や業界への意見聴取 ・課題、政策目標、道路整備の必要性に関し、行政や業界への

意見聴取を行う。

・行政又は業界との認識の整合性の確認をする。

共 通

７-３．計画段階評価手続きの進め方



６．アンケート案

■第１回アンケートにおける調査方法および質問内容
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７-４．計画段階評価手続きの進め方

① 調査概要

本調査の趣旨・今後の進め方・調査対象箇所の提示

② 国道９号（はわい～大栄東伯）の現状

対象路線の沿線における道路課題および地域課題の提示



６．アンケート案

■第１回アンケートにおける調査方法および質問内容
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７-５．計画段階評価手続きの進め方

③ 質問事項
○現況の問題点・解消すべき課題

○政策目標

質問１ 国道９号（はわい～大栄東伯間）に関する現在の問題点や解消すべき課題について

質問１-１

質問２-１

質問２ 地域の道路に求められる機能・役割について

質問１-２

質問２-２

質問３ その他

質問３ その他、道路の課題について、あなたのお考え、ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。

質問１-１に示した６つの課題以外で、あなたが課題だと思うことがあれば、ご自由にお書きください。

①速度が遅いなど交通混雑の問題 ②災害に対して脆弱である

③通行止めの際、迂回路がない ④交通事故の発生

⑤交差点が多いため走りにくく危険 ⑥地域内交通と通過交通の混在

①交通事故の少ない道路

③救急病院に早く行ける道路

⑤観光や交流を促す道路

質問２-１に示した５つの機能以外で、あなたが重要だと思うものがあれば、ご自由にお書きください。

はわい～大栄東伯間の国道９号には、どのような交通課題があると思いますか？
以下の①～⑥の６つの交通課題について、「非常にそう思う」～「全くそう思わない」の５段階で評価してください。

あなたの住む地域の道路に必要な機能はどれだと思いますか？地域の将来（10～20年後）も踏まえ、以下に示す
①～⑤の５つの機能について、「非常にそう思う」～「全くそう思わない」の５段階で評価してください。

②災害に強く、う回路として利用できる道路

④港湾や生産拠点、消費地との連絡性を良くする道路



６．アンケート案

■第１回アンケートにおける調査方法および質問内容
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７-６．計画段階評価手続きの進め方

④ アンケート返信用はがき
（表面） （裏面）

■回答方法

• 回答は、返信用はがきに記入し、

切り取って郵便ポストに投函。

■締め切り

• 平成２５年○月○日まで。


